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　国土調査法に基づく地籍調査は、昭和26年に開始され、徐々に実

績を上げてきています。しかし既に調査が完了している市町村がある

一方で、いまだに調査に未着手の市町村も存在しており、各都道府県

ごとの進捗率のバラツキも大きくなっている状況にあります。

　未着手市町村の中には、地籍調査の必要性や有効性については

一定の理解を示しているものの、財政状況が厳しい、長期にわたって

財政的・人員的負担が必要となるのではないか、といった理由から、調

査に踏み切れないでいるところもあります。

　あるいは、地籍調査の効果を受けるべき道路管理部局や都市計画

部局などが、国・都道府県からの補助により行われる地籍調査の仕組

み自体を知らないケースもあります。

　しかしながら、地籍調査は土地をめぐる行政活動・経済活動すべて

の基礎データを築くものであり、いずれは全国すべての地域で完了さ

れるべきものです。

　また、地籍調査への着手が遅れてしまうと、土地境界の調査に必要

な「人証」や「物証」が失われ、時間が経過すればするほど調査が

困難になることも予想されます。

　このパンフレットは、主に市町村職員等の皆様に、地籍調査の必要

性や効果について改めて理解を深めていただき、未着手市町村にお

いてできる限り速やかに調査を開始し、一日も早く全国で地籍調査が

完了することを目指すものです。 
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公図

登記簿の書き換え

土地を売買したり、相続などに際して分筆（登記上

１筆の土地を複数筆に分割すること）したり、公共用

地に必要な部分を取得したりする場合、土地の正確な

地籍（地番、地目、境界、面積、所有者）が必要とな

ります。

このような地籍は登記所の登記記録（登記簿）と地

図によって表されています。しかしながら、これらの

記録は、いまだに明治初期の地租改正事業などの古い

調査記録を基礎としたもの（いわゆる「公図」）が多

く、土地の区画が必ずしも正確に表されていないこと

はよく知られています。

公図の中には、所有者自身による局地的な測量によ

るもので、経緯度との関連付けもなく、現地と大きく

食い違いが生じているものもあります。なお、公図は、

現在では電子化されていますが、精度は当時のままと

なっています。

地籍調査が実施されず、このような状況が依然放置

されている地域では、土地に関わる多くの行政活動や

経済活動に支障を来しています（具体的事例→ 地

籍調査の効果（P７～）参照）。

地籍調査とは、土地の最も基礎的な情報である地籍

を明らかにし、その結果を記録することにより、この

ような状況を改善することを目的として実施するもの

です。
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地籍図（地籍調査後）
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　早急な地籍調査の実施が必要であるに
も関わらず、調査が難しく進捗が遅れてい
る都市部において、官民境界（道路など街
区の外周位置）について測量等の調査を
行い、基礎的情報の整理を行うものです。
なお、この調査結果は、実施先の市町村に
送られ、地籍調査の推進につながる他、基
礎データとして様々な場面で有効利用され
ます。

　地籍調査推進のための人員確保が困難になってきていること、民間において調査実施能力
が向上していることを踏まえ、調査を適正かつ確実に実施することができる民間法人等に各
工程を一括して委託し、調査面積の拡大や効率的な調査を行うものです。

（平成23年度末）

市町村数
465
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721

市町村数
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（平成23年度末）

市町村数
556

27％

41％

32％

　昭和26年の国土調査法制定以来、全国の市町
村の約9割が調査に着手しています。そのうち約3
割の市町村は既に調査を完了し、成果を利活用し
ています。
　全国ベースでは、国有林等を除いた要調査面積
の50％の調査が終了しています。

都市部官民境界基本調査

地籍調査事業（委託）

山村境界基本調査

　地権者の高齢化・不在村化等により、現況の把握すら困難となっている山村部において、
境界に関する情報が失われる前に、主要な境界点について調査を行い、補助基準点を設置し、
山村部における境界情報を保全するものです。なお、この調査結果は、実施先の市町村に送
られ、効率的で円滑な地籍調査の実施につなげるものです。

・休止中

地図が示す境界の位置を現地に復元
（鋲やペンキ等でその位置を表示）



昭和２６年の国土調査法制定以来、全国の市

町村の約９割が調査に着手しています。そのうち

約３ 割の市町村は既に調査を完了し、成果を利

活用しています。

全国ベースでは、国有林等を除いた要調査面

積の５２％の調査が終了しています。

・休止中
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１，７４１
（平成29年度末）
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地籍調査実施前後における地目別面積の変動

（km2） （km2） 　 ／ 　 ＊100

10,738 

14,947 

3,038 

37,034 

13,359 

3,783 

82,899 

11,692 

15,124 

4,022 

62,237 

5,802 

5,879 

104,756 

109% 

101% 

132% 

168% 

43% 

155% 

126% 

●　左の表は、昭和45年度から
平成23年度までに認証された
成果を集計した結果です。
　　平均で26％の縄伸びが見ら
れています。

注1）昭和４５年～平成23年度に認証された成果の集計である。
注2）調査前後とも長狭物（用悪水路、井溝、公衆用道路等）を除いて集計している。
注3）調査前後で地目が変更しているものを含む。
注4）その他は、塩田、鉱泉地、池沼、牧場、墓地、境内地、溜池、公園及び雑種地等である。
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